
 

厚生労働省茨城労働局発表 

平成２０年１１月２６日 

 

高齢者に対する雇用支援対策を拡充 

 

－ 補正予算成立により６５歳以上の高齢者を雇い入れる事業主への支援を実施 － 

 

 平成２０年１０月１６日の補正予算成立を受け、厚生労働省では「高齢者の就労支援対

策」として、６５歳以上の高齢者を雇い入れる事業主への支援を行います。 

 

 具体的な支援策としては、 

  

１ ６５歳以上の高齢者を新たに雇い入れる事業主に対する 

特定求職者雇用開発助成金（注１）の拡充。 

    ２ ６５歳以上の高齢者を試行的に雇い入れる事業主に対する 

      試行雇用奨励金（注２）の拡充 

 

 

 （注１）現行制度－ハローワーク等の紹介により、高年齢者（６０歳以上６５歳未満）、障害者など、

就職が特に困難な方を、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対し、賃金の一

部が支給される制度。 

 （注２）現行制度－常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により

就職が困難な、４５歳以上６５歳未満の中高年齢者や障害者等の求職者を、ハローワークの

紹介により、一定期間（原則３か月）試行的に雇用する場合に、事業主に対し奨励金が支給

される制度。通称「トライアル雇用奨励金」 

 

 なお、この支援策の実施にあたっては政令、省令等が改正され次第施行されることにな

ります。 

 

 

６５歳までの高年齢者雇用確保措置は着実に進展 

 

－ 県内企業における高年齢者の雇用に関する状況 － 

 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（以下「法」という。）に基づき、事業主は

平成２２年３月３１日までに、定年の引上げ等の義務年齢が６３歳（平成２５年４月まで

に段階的に６５歳）とされているところですが、県内企業における高年齢者の雇用に関す

る状況（５１人以上企業で平成２０年６月１日現在）は次のとおりです。 
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（参考） 

○法第 9条第 1項 

事業主は、雇用する高年齢者の 65 歳までの安定した雇用の確保のため、定年の定めの廃止、定年の引上げ、

継続雇用制度の導入（「高年齢者雇用確保措置」）のいずれかの措置を講じなければならない。なお、定年

の引上げ、継続雇用制度の義務年齢は、年金の支給開始年齢の引上げに合わせて、平成 25年 4 月までに段階

的に引上げる。（現在は、63 歳） 

 

 

 

 

《ポイント》 

１ 高年齢者雇用確保措置の実施状況 

 ～６５歳以上（法の義務化スケジュールより前倒し）としている企業は８１．６％ 

と前年比２．６ポイントの増加～ 

 

 ６５歳以上 ６３～６４歳 合 計 

企業数 １，１３０（１，００３） ２５４（２６７） １，３８４（１，２７０）

比 率（％） ８１．６（７９．０） １８．４（２１．０） １００．０（１００．０）

  ※ （   ）は平成１９年。 

 ～大企業のほとんどが法の義務化の高年齢者雇用確保措置を実施、 

中小企業でも９６％超～ 

 ○ 平成２０年６月１日現在、５１人以上規模の企業のうち、高年齢者雇用確保措置（定年の 

定めの廃止、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入）（参考）の実施企業の割合は、９７．１％

と前年比３．２ポイント増加。 

   うち、５１～３００人の中小企業は９６．８％（前年比３．８ポイント増）。 
      ３０１人以上の大企業は９９．４％（前年比０．６ポイント減）。 
  ○ 希望者全員が６５歳以上まで働ける企業の割合は４４．８％（前年比２．６ポイント増）。 
 ○ ７０歳までの雇用確保措置を実施した企業の割合は１２．７％（前年比０．３ポイント増）。 

２ 平成１８年以降の高年齢労働者の動向 
 ～高年齢者の常用労働者数が大幅に増加～ 
 ○ 雇用確保措置の状況は法施行時の平成１８年に比較して、 
  ・ ６０～６４歳の常用労働者数は８，８５６人から１４，２５９人に増加（６１．０％増）。 

・ ６５歳以上の常用労働者数は２，８８４人から４，７６７人に増加（６５．３％増）。 
 ※ 平成１９年と比較すると 

  ・ ６０～６４歳の常用労働者数は１１，７８３人から１４，２５９人に増加 

（２１．０％増） 

  ・ ６５歳以上の常用労働者数は３，８２９人から４，７６７人に増加（２４．５％増）。 

 ～定年到達者のうち継続雇用される者が大幅に増加～ 
 ○ 雇用確保措置の状況は平成１８年に比較して、定年到達予定者のうち継続して雇用される

予定者の数（割合）は２，７３９人（７０．６％）から３，６０１人（７７．２％）となり、 

８６２人増加（６．６ポイント増）。

平成１９年４月１日～平成２２年３月３１日：６３歳

平成２２年４月１日～平成２５年３月３１日：６４歳

平成２５年４月１日以降         ：６５歳



１ 高年齢者雇用確保措置の実施状況 

 (1) 全体の状況 

   高年齢者雇用確保措置（以下「雇用確保措置」という。）の実施済企業の割合は 

９７．１％（１，３８４社）、前年比３．２ポイントの増加となっている。 

   一方、雇用確保措置が未実施である企業の割合は２．９％（４１社）、前年比 

３．２ポイントの減少となっている。 

   このように、企業における雇用確保措置は着実に進展している。（別紙表１） 

 (2) 企業規模別の状況 

   実施済企業の割合を企業規模別に見ると、大企業では９９．４％（１７４社、前年比０．

６ポイントの減少）、中小企業では９６．８％（１，２１０社、前年比３．８ポイントの

増加）となっている。大企業のほとんどが雇用確保措置を実施するとともに、中小企業に

おいても雇用確保措置は着実に進展している。（別紙表１） 
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(3) 雇用確保措置の上限年齢 
    上限年齢については、雇用確保措置の実施済企業のうち、現在の義務年齢である６３歳又は

６４歳とした企業は１８．４％（２５４社）となり、法の義務化スケジュールより前倒しして

６５歳以上とした企業（定年の定めのない企業を含む。）は８１．６％（１，１３０社）と前

年比２．６ポイントの増加となっている。（別紙表３－１） 
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 (4) 雇用確保措置の内訳 

   実施済企業のうち、「定年の定めの廃止」の措置を講じた企業は２．１％（２９社）、 

「定年の引上げ」の措置を講じた企業は１２．３％（１７０社）、「継続雇用制度の導

入」の措置を講じた企業は８５．６％（１，１８５社）となっている。（別紙表３－２） 
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 (5) 継続雇用制度の内訳 
   継続雇用制度を導入した企業（１，１８５社）のうち、希望者全員の継続雇用制度を

導入した企業は４４．７％（５３０社）、対象者となる高年齢者に係る基準を労使協
定で定め、当該基準に基づく継続雇用制度を導入した企業は３５．３％（４１８社）、

労使協定の締結に向けて努力したにもかかわらず協議が調わず、法に基づく特例措置に
より就業規則等で基準を定め、当該基準に基づく継続雇用制度を導入した企業は２０．
０％（２３７社）となっている。（別紙表３－３） 

継続雇用制度の内訳
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 (6) 希望者全員が６５歳以上まで働ける企業の割合 
    全企業中、希望者全員が６５歳以上まで働ける企業（定年の定めの廃止、６５歳以

上定年、希望者全員６５歳以上継続雇用制度の導入のいずれかを実施）の割合は４４．

８％（６３８社）と前年比２．６ポイントの増加となっている。 

   企業規模別に見ると、中小企業では４７．３％（前年比２．６ポイント増加）、大

企業では２６．９％（前年比０．９ポイント増加）となっている。（別紙表４） 

(7) 「７０歳までの雇用確保措置を実施した企業」の割合 
   「７０歳まで働ける企業」（定年の定めの廃止、７０歳以上定年、希望者全員７０

歳以上・基準該当者７０歳以上継続雇用制度の導入のいずれかを実施）の全企業中の

割合は１２．７％（１８１社）と前年比０．３ポイントの増加となっている。 
   企業規模別に見ると、中小企業では１３．６％（前年比０．４ポイント増加）、大

企業では６．３％（前年比１．０ポイント減少）となっている。（別紙表５） 
 

２ 平成１８年以降の高年齢労働者の動向 
 （1）常用労働者数の推移 
   雇用確保措置の状況は平成１８年に比較して、 
  ・ ６０歳～６４歳の常用労働者数は８，８５６人から１４，２５９人に５、４０３

人、６１．０％増加している。 
  ・ ６５歳以上の常用労働者数も２，８８４人から４，７６７人に、１，８８３人、

６５．３％と、大幅に増加している。（別紙表６） 
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（2）定年到達予定者に占める継続雇用予定者の状況 

   雇用確保措置の状況は平成１８年と比較して、定年到達予定者のうち継続雇用される

予定者の占める数（割合）は２，７３９人（７０．６％）から３，６０１人（７７．

２％）と８６２人、６．６ポイントの増加となっている。（別紙表７） 

 

３ 今後の取組 
  (1)６５歳までの雇用確保措置の確実な実施 
  ① 雇用確保措置未実施企業に対する指導の実施 
    本年６月１日時点の高年齢者雇用状況報告によると、５１人以上の規模の企業に

おける雇用確保措置は着実に進展しているものの、未実施企業があることから、引

き続き、茨城労働局や県内各ハローワーク幹部等による個別指導を実施し、早期解

消を図る。また、今後は、さらに５０人以下規模の企業に対し、重点的に集団指導

や個別指導を行うとともに、雇用確保措置の導入に向けた取組を行う事業主団体に

対する奨励金の活用促進等を通じ、雇用確保措置の実施を図る。 

 

  ② 雇用確保措置の充実 
    上記の雇用確保措置の実施に係る指導に加えて、勤務時間の多様化、職域拡大、

処遇改善等を通じ、希望者全員の６５歳までの継続雇用、定年の引上げ、定年の定

めの廃止といった雇用確保措置の充実に取り組んでいくよう、積極的に働きかけを

行う。 

 (2) 「７０歳まで働ける企業」の普及・啓発 
   少子・高齢化の進行、近い将来における労働力人口の減少、団塊世代の６０歳台定

年年齢への到達等を踏まえ、高年齢者が意欲と能力のある限りいくつになっても働け

る社会の実現に向け、事業主団体等による７０歳までの高年齢者の一層の雇用に向け

た取組の支援、７０歳以上の定年への引上げ等に係る「定年引上げ等奨励金」の積極

的な活用についての企業への働きかけ等により、「７０歳まで働ける企業」の普及・

啓発に取り組む。 
 



[別紙]

　表１　雇用確保措置の実施状況

①実施済 ②未実施 ①＋②合計

 1,210  (1,093)    40  (82)    1,250  (1,175)

 96.8%  (93.0%)   3.2%  (7.0%)   100.0%  (100.0%)

 174  (177)    1  (0)    175  (177)

99.4%  (100%)   0.6%  (0.0%)   100.0%  (100.0%)

 1,384  (1,270)    41  (82)   1,425  (1,352)

 97.1%  (93.9%)   2.9%  (6.1%)   100.0%  (100.0%)

（注）(　)内は、平成１９年６月１日現在の数値。表１～５において同じ。

　表２　規模別・産業別実施状況

①実施済企業割合 ②未実施企業割合

５１～１００人     95.5%  (90.3%)   4.5%  (9.7%)

１０１～３００人     98.4%  (96.4%)   1.6%  (3.6%)

３０１～５００人    98.9%  (100%) 1.1%  (0%)

５０１～１０００人     100%  (100%)   0%  (0%)

１，００１人以上     100%  (100%)   0%  (0%)

合計      97.1%  (93.9%)   2.9%  (6.1%)

農、林、漁業     75.0%  (66.7%)   25.0%  (33.3%)

鉱業      100%  (100%)   0%  (0%)

建設業     91.7%  (85.7%)    8.3%  (14.3%)

製造業     98.2%  (96.0%)   1.8%  (4.0%)

電気・ガス・熱供給・水道業     100%  (100%)   0%  (0%)

情報通信業    97.4%  (87.9%)    2.6%  (12.1%)

運輸業    94.5%  (95.0%)   5.5%  (5.0%)

卸売・小売業    97.1%  (94.2%)   2.9%  (5.8%)

金融・保険業     100%  (100%)   0.0%  (0.0%)

不動産業    75.0%  (75.0%)   25.0%  (25.0%)

飲食店、宿泊業     100%  (94.4%)    0.0%  (5.6%)

医療、福祉    97.5%  (93.3%)    2.5%  (6.7%)

教育、学習支援業     100%  (92.3%)    0.0%  (7.7%)

複合サービス事業    96.4%  (92.6%)    3.6%  (7.4%)

その他のサービス業    97.4%  (92.5%)   2.6 %  (7.5%)

公務・その他  100%  (0%)    0.0%  (0.0%)

合計     97.1 %  (93.9%)   2.9 %  (6.1%)

規
模
別

産
業
別

51～300人

301人以上

企業数



　表３－１　雇用確保措置の上限年齢

①６５歳以上
（含定年制なし）

②６３～６４歳 ①＋②合計

企業数  1,130 (1,003)   254 (267)  1,384 (1,270)

比　率 81.6% (79.0%)  18.4% (21.0%) 100.0% (100.0%)

　表３－２　雇用確保措置の内訳

①定年の定め
の廃止

②定年の引上げ
③継続雇用制度

の導入 ①+②+③合計

企業数    29 (29)   170 (149) 1,185 (1,092)  1,384 (1,270)

比　率   2.1% (2.3%)  12.3% (11.7%) 85.6% (86.0%) 100.0% (100.0%)

　表３－３　継続雇用制度の内訳

①希望者全員 ①＋②合計

労使協定 就業規則（等）

  418 (436)  237 (160)

比　率  44.7% (45.4%)  35.3% (39.9%)  20.0% (14.7%) 100.0% (100.0%)

　表３　雇用確保措置実施企業に関する状況

530
(496)

1,185
(1,092)

　②基準該当者

企業数

    655  (596)



表４　65歳以上まで希望者全員が働ける企業の割合

定年の定めの廃止６５歳以上定年

29
(29)

138
(121)

 2.0 %
(2.1%)

9.7 %
(8.9%)

28
(29)

130
(110)

2.2 %
(2.5%)

10.4 %
(9.4%)

1
(0)

8
(11)

0.6 %
(0.0%)

4.6 %
(6.2%)

表５　７０歳までの雇用確保措置を実施した企業の割合

希望者全員
７０歳以上

29
(29)

6
(1)

36
(30)

2.0 %
(2.1%)

0.4 %
(0.1%)

2.5 %
(2.2%)

28
(29)

6
(1)

35
(28)

2.2 %
(2.5%)

0.5 %
(0.1%)

2.8 %
(2.4%)

1
(0)

0
(0)

1
(2)

0.6 %
(0.0%)

0.0 %
(0.0%)

0.6 %
(1.1%)

101
(97)

9
(11)

11
(13)

8.1 %
(8.3%)

170
(155)

報告した
すべての企業

1,425
(1,352)

1,250
(1,175)

175
(177)

1,425
(1,352)

1,250
(1,175)

175
(177)

13.6 %
(13.2%)

100.0%
(100.0%)

報告した
すべての企業

合計

433
(386)

591
(525)

638
(571)

希望者全員
６５歳以上継続雇

用

471
(421)

33.1 %
(31.1%)

44.8 %
(42.2%)

26.9 %
(26.0%)

100.0%
(100.0%)

100.0%
(100.0%)

34.6 %
(32.9%)

 47.3 %
 (44.7%)

100.0%
(100.0%)

38
(35)

47
(46)

5.1 %
(6.2%)

6.3 %
(7.3%)

100.0%
(100.0%)

企業計

中小企業
（51～300人）

大企業
（301人～）

企業計

中小企業
（51～300人）

大企業
（301人～）

21.7 %
(19.8%)

100.0%
(100.0%)

12.7 %
(12.4%)

7.7 %
(8.0%)

181
(168)

110
(108)

定年の定めの廃止

基準該当者
７０歳以上

合計

継続雇用

７０歳以上定年



年齢計 ６０歳～６４歳 ６５歳以上

平成１８年   255,033 人（100.0）   8,856 人（100.0）   2,884 人（100.0）

平成１９年   276,478 人（108.4）  11,783 人（133.1）   3,829 人（132.8）

平成２０年   277,671 人（108.9）  14,259 人（161.0）   4,767 人（165.3）

継続雇用予定者 定年による離職予定者
基準に該当しないこ
とによる離職予定者

平成１８年 3,882 人（100.0%） 2,739 人（70.6%） 1,098 人（28.3%） 　　45 人（1.2%）

平成１９年 4,781 人（100.0%） 3,775 人（79.0%）   956 人（20.0%） 　　47 人（1.0%）

平成２０年 4,664 人（100.0%） 3,601 人（77.2%） 　934 人（20.0%） 　 　61 人（1.3%）

表６　年齢別常用労働者

（注）（　）内は平成１８年を１００とした場合の比率

表７　定年到達予定者等の状況

定年到達予定者


